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  2016年 8月 10日 
株式会社エス・エム・エス 

 
 
 
 
医療・介護の情報サービスを提供する株式会社エス･エム･エス（代表取締役社長：後藤夏樹、東証一

部上場、以下「当社」）は、当社グループが提供する「医療機関特化型ストレスチェック代行サービス」を通し
てストレスチェックの実施支援をした医療機関の結果を分析しましたので、お知らせします。 

 
厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルには、「職業性ストレス簡易調査票」に基づき、高ストレ

ス者の割合が「10％」となるように設定された数値基準の例が示されています。当社グループでストレスチェック
の実施支援をした医療機関を上記基準で判定したところ、9割以上の医療機関で高ストレス者の割合が 1
0%を超える結果となりました。 
このように医療業界に高ストレス者が多く存在している一方で、本来職員の健康管理に重要な役割を果

たすべき産業医については、約 3割の医療機関で「理事長・院長」が兼務している状態であることがアンケー
ト調査により明らかになりました。経営者が産業医を兼務している場合、労働者の健康管理よりも事業経営
上の利益を優先するなど、産業医としての職務が適切に遂行されない恐れがあると推測されます。 
 
なお、「医療機関・介護事業所におけるストレスチェック実施のポイント」について、2016年 8月 10日発

売の「日経ヘルスケア８月号」にも解説記事を寄稿しております。こちらも併せてご覧下さい。 
 
【「医療機関特化型ストレスチェック代行サービス」について】 
労働安全衛生法の一部改正により、2015年 12月 1日より 50名以上の事業所において従業員への

「ストレスチェックの実施が義務化」とされました。その結果、病院などの医療機関においては、その多くが義務
化の対象となるため、2016年 11月までにストレスチェックの実施を行う必要があります。しかし、医療機関に
おいては医療機関ならではの課題があり、自病院での実施が困難なケースも少なくありません。 
そこで当社グループの株式会社エス・エム・エスキャリアでは、医療機関ならではの特徴や課題を踏まえたス

トレスチェック代行サービスを提供しております。現在導入確定事業所数は 300事業所を突破し、受検見
込み医療従事者数は 10万人を超える予定となっております。 
 
【医療機関におけるストレスチェック実態調査レポート】 
調査１．医療機関における高ストレス者の割合 

結果:ストレスチェック実施済医療機関の約 9割
で、高ストレス者の割合が 10％を超える 
 
91.9％の医療機関で、高ストレス者の割合が 1
0％を超える結果となった。 また、15%を超える医
療機関も 29.7％存在した。 
 
※数値基準は「ストレスチェック制度実施マニュア
ル」に記載のある「職業性ストレス簡易調査票（5
7 項目）」を用いて、20万人のデータから高ストレ
ス者の割合が「10％程度」となるように設定された
数値基準の例を基に判定 
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News Release（記事掲載のお願い） 

医療機関の 9割以上で高ストレス者の割合が 10％を超える結果に 
～職員の健康管理を行う産業医は、約 3割の医療機関で経営者が兼務～ 
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■分析： 
高ストレス者割合の目安となっている 10％を 91.9％の医療機関が超えただけでなく、15%を超える医療

機関も 29.7％存在するなど、業界として高いストレス傾向を示す結果となった。 
医療機関は入院患者の生死を扱う職場であることや、夜勤当直などの不規則なシフト勤務が多いことに

加えて、慢性的に人手不足であることなどから心身への負担度合いが高く、高ストレス者の割合が高くなったと
推測される。高ストレス者の割合が 10％という目安については「ストレスチェック項目等に関する検討委員会」
において、現場が対応出来る上限という意見なども踏まえて設定されているため、産業医などの現場スタッフへ
の負担が懸念される。 
 
調査２．医療機関における産業医選定状況 

結果：医療機関における産業医の約 3
割は、院長や理事長などの経営者が兼務
している 
 
25.6％が「産業医は院長・理事長などの
経営者」と回答した。 
また、院内の医師が産業医を兼務している
ケースは全体の 87.2%にのぼることも判明
した。 
 
 
 
 

■分析： 
今回の調査で、25.6%が経営者と産業医を兼ねていると回答したが、理事長・院長などの法人の代表

者・経営者や、事業場において事業を統括管理する者による産業医の兼務については、労働者の健康管理
よりも事業経営上の利益を優先する可能性があることから、平成 29年 4月 1日より禁止される予定となっ
ている。(参考：厚生労働省報道発表資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115152.htm
l) 
また、経営者に加え、一定の人事権を有していると想定される「役職者」が産業医を兼務しているケースも

加えると約 55％の医療機関が該当する。人事権を持つ職員が産業医を兼務する場合、人事上の不利益
を懸念し、職員が自身の健康や精神的な悩みについて相談しづらくなるなどのリスクが想定される。そのため、
「院外の医師」に産業医を依頼することが有効であると考えられるが、外部委託している割合は、10.3％に留
まっている。 
仮に人事権が無かったとしても、内部の医師が産業医を兼務している状況自体が、職員心理や産業医の

独立性・中立性の観点から望ましくないと考えられるため、今後医療機関における産業医選定の方向性が変
わっていく可能性があると予測される。 
 
【調査概要】 
調査１ 
調査対象 ：当社グループにて「医療機関特化型ストレスチェック代行サービス」を提供した医療機関 
調査期間 ：2016年 6月 15日～2016年 6月 23日 
調査方法 ：上記期間においてストレスチェック結果の集計が完了している医療機関のデータを分析 
調査対象数：36事業所 
 

調査 2 
調査対象 ：病床数 20以上の医療機関に勤務する事務長 
調査期間 ：2016年 6月 10日～2016年 6月 23日 
調査方法 ：当社運営の医療機関事務長向け情報サイト「じむコム」上でアンケート調査を実施  
有効回答数：78名 
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【日経ヘルスケアへの寄稿について】 
本リリースの内容も踏まえた「医療機関・介護事業所におけるストレスチェック実施のポイント」について、2016
年 8月 10日発売の「日経ヘルスケア８月号」にも解説記事を寄稿しております。こちらも併せてご覧下さ
い。 
 
 タイトル：『「ストレスチェック」実施は 11月までに！医療機関・介護事業所が実施する際のポイントは？』 
掲載媒体：「日経ヘルスケア」2016年 8月号 
発行者 ：日経 BP社 
発売日 ：2016年 8月 10日 
 

 
【株式会社エス・エム・エスとは】 

2003年創業、2011年東証一部上場。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造
し社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、介護・医療・ヘルスケアなどの領域で「高齢社会✕情報」を切り
口にした 40以上のサービスを開発・運営しています。 
 
【本件に関するお問い合わせ先】 
・広報担当  株式会社エス・エム・エス 経営企画部 平島（ひらしま） 

電話  ：03-6721-2404 E-mail : smsinfo@bm-sms.co.jp 
URL   : http://www.bm-sms.co.jp/ 
 

・事業担当  株式会社エス・エム・エスキャリア ソリューション事業部 内藤（ないとう） 
      電話  ：03-6870-6177  E-mail：stresscheck@bm-sms.co.jp 

 
以上 
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